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処理方式の選定について

１．各処理方式の検討

第 2回検討委員会にて、処理方式等の方向性を絞ったストーカ方式、流動床方式、流動

床式ガス化溶融、シャフト式ガス化溶融の定性的評価を行い、当組合における処理方式の

優位性について比較検討を行う。 

２．次期中間処理施設整備の基本方針 

第 2回、第 3回検討委員会において、次期中間処理施設整備の基本方針を以下のように

確認した。 

次期中間処理施設整備の基本方針

３．各処理方式の選定に係る評価項目

次期中間処理施設整備の基本方針を踏まえ、処理方式を選定するにあたり、表-1 に示す

4つの大項目毎に適合性項目を設け、比較検討する。

表-1 次期中間処理施設整備の基本方針との適合性項目 

大項目 適合性項目

安全・安定性

整備実績

燃焼特性

処理対象物の量･質の変動への対応

エネルギー生産性

発電

燃料・電力等エネルギー使用量

ごみのエネルギー生産効率

ごみ 1ｔあたり外部取出し電力量 

地球環境への配慮 CO２排出量 

経済性
灰等の処理・資源化に係る費用

用役費

1）地域住民等の理解と協力を確保する安全･安心な施設整備 
吉田地区及び周辺の豊かな自然と調和した、安全･安心な施設整備を図る

地域住民の理解と協力を確保し、恒久施設となり得る施設整備を図る

2）循環型社会形成と地域活性化の拠点となる施設整備 
循環型社会形成を目指すことと併せ、ごみの持つエネルギーを最大限に活用した

地域へのエネルギー供給、雇用創出を図る

地域の特性や資源を活かし、地域活性化に寄与するほか、大規模災害時には避難･

救護のための防災拠点の役割と災害廃棄物を迅速に処理する復興拠点としての役

割を果たす施設として整備を図る

3）経済性と高度なシステムの両立を目指した施設整備 
効率かつ経済性を考慮した最新技術の導入を図る

施設整備から運営に至る全段階において経済性に配慮した検討を行い、最適な事

業方式の選定を図る
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エネルギーバランスについて

１．熱利用の形態

焼却炉で発生した熱はボイラで回収され、電気、温水に変換され、次期施設や余熱利用

施設で利用されます。

２．余熱利用施設への熱供給システムの前提条件

地域振興策の余熱利用施設への熱供給量は、エネルギー回収型廃棄物処理施設の発電規

模と発電システム等の前提条件が基本となります。

３．余熱利用施設への熱供給システム

メーカーアンケートの結果を基に、余熱利用蒸気利用の割合および年間稼働日数を示し

ます。

1 炉運転時において、余熱を最大利用する場合、基準ごみでのエネルギー回収率は 28％
となります。そのうちの 34.9％が発電（場内利用）、65.1％が場外熱利用です。場外への

供給可能熱量は 14.7GJ/h です。（図-2） 
エネルギー回収率 28％は、高効率エネルギー回収型の要件である 17.5％を大きく上回

り、エネルギー回収率の高い施設に位置付けられます。

さらに、今後の技術動向を反映して、未回収エネルギーの回収についても継続して検討

する必要があります。

（1）安定したエネルギー回収のために、年間を通じて熱量の変動が少ない一定した熱量を

供給できるシステムとする。

（2）自立運転とエネルギー供給のために、1炉運転時に場内の施設負荷を賄える発電規模

を確保した上で、余熱利用施設へ熱供給することができるシステムとする。

（3）自立運転のために 2炉運転時にも買電を行わずに運転できるシステムとする。

（4）交付要件（交付金 2分の 1）を満たすために、エネルギー回収率 17.5％以上の施設と

する。 
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年間稼働日数を表-1 に示します。 

法定点検等による全炉停止期間（7 日）は熱供給が図れないため、その場合は余熱利用施

設側で補助ボイラ等の熱源確保が必要となります。

表-1 年間稼働日数

熱を供給するための熱媒体には、低温水、温水、高温水および蒸気の 4 種類がありますが、

本計画では、余熱利用施設での利用形態が決まっていないことから、蒸気または温水による

熱供給を基本とします。

なお、1 炉運転時における供給可能熱量 14.7GJ/h 及び 2 炉運転時の場外熱利用量を発電

に回して、発電規模を大きくすることは可能です。

年間稼働日数
1 炉運転 2 炉運転 全炉停止

192 日 166 日 7 日

図-2 1 炉運転時のエネルギー回収と利用形態（基準ごみ） 

（場内利用） 

（場内利用） 

図-3 2 炉運転時のエネルギー回収と利用形態（基準ごみ） 
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以下に熱回収形態と必要熱量を示します。 

表-2 熱回収形態と必要熱量

蒸気 温水

誘引送風機のタービン駆動 ○ タービン出力500kW 33

排水蒸発処理設備 ○ 蒸発処理能力2,000t/h 6.7

定格発電能力1,000kW
（背圧タービン）

35

定格発電能力2,000kW
（復水タービン）

40

洗車水加温 ○
1日（8時間）
洗車台数　50台/8h

0.31

洗車用スチームクリーナー ○
1日（8時間）
洗車台数　50台/8h

1.6

工場・管理棟　給湯 ○ ○
1日（8時間）

給湯量　10m3/8h
0.29

工場・管理棟　暖房 ○ ○ 延床面積　1,200m2 0.8

工場・管理棟　冷房 ○ ○ 延床面積　1,200m2 1

作業服クリーニング ○ 1日（4時間）50着 ≒0

道路その他の融雪 ○ ○ 延床面積　1,000m2 1.3

○ ○
収容人数60名1日（8時間）

給湯量　16m3/8h
0.46

○ ○
収容人数60名
延床面積2,400m2

1.6

○ ○ 25m一般用・子供用併用 2.1

○ ○
1日（8時間）給湯量

30m3/8h
0.86

○ ○ 延床面積　350m2 0.23

○ ○ 延床面積　800m2 0.67

○ ○ 延床面積　1,000m2 1.9

18

26

○ ○ 面積 10,000m2 6.3～15

○ ○ リンク面積　1,200m2 6.5

用途
熱利用媒体

設備概要（例）
必要熱量

GJ/h

場
内
余
熱
利
用

プ
ラ
ン
ト
関
係

発電 ○

温水プール管理棟暖房

建
築
関
係

場
外
余
熱
利
用

福祉センター給湯

福祉センター冷暖房

動植物用温室

熱帯動植物用温室

海水淡水化設備

アイススケート場

温水プール

温水プール用
シャワー設備

（注）本表に示す必要熱量、単位当りの熱量は一般的な値を示しており、施設の条件によ
     り異なる場合がある。

○ 造水能力1,000m3/日

施設園芸
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排ガスの基準値について

１．自主規制値

平成 23 年 3 月に策定した「印西クリーンセンター次期中間処理施設整備基本計画」に

おける自主規制値を表-1 に示します。 

表-1 排ガスの排出基準値及び自主規制値 

近年、環境意識の高まりから、自主規制値がより厳しい値となってきています。しかし、

除去性能のよい設備は、設備費・ランニングコストが高価になり、また、より厳しい自主規

制値を設けることで排ガス処理に係る薬品投入量も増えるため、適切な値を設けることが重

要となります。

２．排ガス処理設備および使用薬剤

主な排ガス処理装置と処理対象有害物質を表-2 に示します。

表-2 主な排ガス処理装置の処理対象有害物質

ばいじん SOx HCl NOx DXNs

集じん系
バグフィルタ
（ろ過式集じん器）

◎ ○ ○ ◎

乾式有害ガス除去
（消石灰等吹込み）

◎ ◎

湿式有害ガス除去
（苛性ソーダ等水溶液吹込み）

◎ ◎

触媒脱硝装置 ◎ ○

活性炭吹込み（+バグフィルタ） ◎

有害物質
除去系

排ガス処理装置

◎：主にその物質除去対策として採用される技術
○：副次的に除去効果がある技術

ばいじん SOx HCl NOx DXNs ＣＯ 水銀

(g/m3N) (ppm) (ppm) (ppm) (ng-TEQ/m
3
N) (ppm) (mg/㎥N)

規制値 0.08 1,900 430 250 1 ---- ----

1,2 号炉 1※3

3 号炉 0.5

規制値 0.04 K=9.0※1 430 250 1 30 ----

適用法令 他
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ
特措法

※２ ----

※３：焼却能力（1 炉、時間あたり）により規制値が異なる（新設：4t/h～：0.1、2～4t/h：1、～2t/h：5）。

仮に新施設が200ｔ/日とすると、2 炉構成（4.2t/h＞4t/h：0.1）と3 炉構成（2t/h＜2.8t/h＜4t/h：1）となる。

※１：規制値は、ｑ＝Ｋ×10-3×Ｈｅ2（K は地域ごとに定められる値、He は排出口高さ）で算定される数値。

現行施設では約1,900 であり、排ガス条件や煙突高さによるが同等程度となる。

※２：ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン

0.1 ---- ----

新施設
大気汚染防止法

自主
規制値

前計画 0.01 40 60 100

現施設
協定値 0.03 50 80 120 ---- ----
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排ガス中の硫黄酸化物(SOx)・塩化水素(HCl)における有害物質除去には、消石灰等の吹き込みによる乾式法や半乾式法、苛性ソ

ーダ等水溶液の吹き込みによる湿式法があります。

出典）ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2006 改訂版
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３．水銀の排ガス処理基準に関して

平成 25 年 10 月に採択された「水銀に関する水俣条約」により、廃棄物処理施設からの水

銀及び水銀化合物の大気への排出を規制し、実行可能な場合には削減することが規定されて

おり、平成 26 年度に設置された「中央環境審議会 大気・騒音振動部会 水銀大気排出対

策小委員会」にて対応等を検討しています。現時点では活性炭吹き込みとバグフィルターに

よる除去で十分効果を発揮するものと考えられますが、今後の規制動向も踏まえて注意深く

検討するものとします。

４．次期施設の排ガス自主基準値

近年竣工した他施設の排ガスの自主基準値を参考に、次期施設の自主基準値を提案しま

す。

表-3 他施設の排ガス自主基準値 

表-4 次期施設の排ガス自主基準値 

項目 ばいじん

(g/㎥ N) 

SOx 

(ppm) 

HCl 

(ppm) 

NOx 

(ppm) 

DXNs 

(ng-TEQ/㎥ N) 

CO 

(ppm) 

水銀 

規制値 0.04 Ｋ＝9.0

※1 

430 250 1 30 ― 

適用法令 

他 
大気汚染防止法 

ダイオキシン 

特措法 
※2 ― 

自主規制値 0.01 20 20 50 0.05 30 ※3 

※1：規制値は、q=K×10-3×He2（K は地域毎に設定される値、He は排出口高）で算定される数値。 

※2：ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン

※3：今後の動向を踏まえて検討を行う。 

ばいじん SOx HCl NOx DXNs ＣＯ

(g/m
3
N) (ppm) (ppm) (ppm) (ng-TEQ/m3N) (ppm) 方式 規模

1・2号炉：平成元年度
(平成14年10月：改修）

0.15 --- 700 250 5 ---
ストーカ式
　　　焼却方式

60ｔ/24h
×2基

 3号炉 ：平成13年4月 0.04 --- 700 250 0.1 ---
流動床式
　　　焼却方式

100ｔ/24h
×1基

成田富里
いずみ清掃工場

平成24年9月 0.01 40 50 50 0.05 30
シャフト式
ガス化溶融方式

106ｔ/24h
×1基

クリーンプラザふじみ 平成25年4月 0.01 10 10 50 0.1 ---
ストーカ式
　　　焼却方式

144ｔ/24h
×2基

船橋北部清掃工場
　（要求水準書）

平成29年4月 0.01 20 20 50 0.05 30
ストーカ式
　　　焼却方式

127ｔ/24h
×3基

船橋南部清掃工場
　（要求水準書）

平成32年4月 0.01 20 20 50 0.05
100※1

30※2

ストーカ式
　　　焼却方式

113ｔ/24h
×3基

※1 ： 1時間平均値　　、　※2 ： 4時間平均値

備　　考
施　　設 稼動開始

八千代市
清掃センター
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